
【表紙】
 

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局

【提出日】 2025年12月26日

【会社名】 株式会社電算システムホールディングス

【英訳名】 Densan System Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　小林　領司

【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地

【電話番号】 058－279－3456

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長　鈴木　正伸

【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地

【電話番号】 058－279－3456

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長　鈴木　正伸

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

 

EDINET提出書類

株式会社電算システムホールディングス(E36460)

臨時報告書

1/2



１【提出理由】

　当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主となるもの

株式会社十六フィナンシャルグループ

 

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 4,719個 4.37％

異動後 13,619個 12.62％

（注）１．「総株主の議決権の数に対する割合」は、2025年６月30日の総株主の議決権の数 107,866個を基準に計算して

おります。また、総株主の議決権の数に対する割合は、小数点第三位以下を切り捨てて計算しております。

２．上記については、当該株主から提出された大量保有報告書（変更報告書）に基づき記載しており、当社として

当該株主名義の実質所有株式数の確認ができたものではありません。

３．異動前の総株主等の議決権に対する割合（4.37%）は、「みなし共同保有者」である株式会社十六銀行、十六

リース株式会社、株式会社十六カードとの合算値です。

４．異動後の総株主等の議決権に対する割合（12.62%）は、「みなし共同保有者」である株式会社十六フィナン

シャルグループ、株式会社十六銀行、十六リース株式会社、株式会社十六カードとの合算値です。

 

(3）当該異動の年月日

2025年12月23日

 

(4）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　　　 2,503,801,178円

発行済株式総数　　普通株式　　10,798,341株

 

以　上
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